処理の例
既に請求・支払済みの４月サービス提供分（150,000円）が誤っていたので、取り下げを行い、正しい額（200,000円）で再請求を行う場合

例１）過誤申立書の提出が6月末、再請求が7月となった場合
①事業所は6月末までに市に過誤申立書を提出する。
②市は、①を元に7月請求に間に合うように国保連に取り下げ依頼を行う。
③事業所は、正しい額（200,000円）で7月に再請求を行う。
⇒②の取り下げと③の再請求が同月（7月）で調整（※１）され、差引50,000円が7月末に追加支給されます。
（※１）市が過誤申立書を国保連に提出する月と事業所が国保連に再請求する月が同じ場合＝「同月過誤」

例２）過誤申立書の提出が6月末、再請求が８月となった場合
①事業所は6月末までに市に過誤申立書を提出する。
②市は、①を元に７月請求に間に合うように国保連に取り下げ依頼を行う。
③事業所は、正しい額（200,000円）で8月に再請求を行う。
⇒②が先に処理される（※２）ため、一旦7月支払分で150,000円がマイナスされ、その後8月支払分で200,000円が支払われます。
（※２）市が過誤申立書を国保連に提出する月と事業所が国保連に再請求する月が異なる場合＝「通常過誤」

例３）再請求が7月、過誤申立書の提出が８月となった場合
既に請求が済んでいるもの（4月サービス提供分）に対し、再度請求を行ったことになるため、返戻となります。過誤申立書の提出と時期を合わせて再請求をしてください。



